【スポーツ協会ジュニアクラブ用】
○○ジュニアクラブ規約（例）

第１章　総則
（名　称）
第１条　　設置するクラブは、クラブ名を○○ジュニアクラブ（以下「クラブ」）とし、他の団体との識別を図る。
（事務局の所在地）
第２条　　本クラブは、事務局をクラブ代表者住所に置く。

第２章　目的及び事業　
（目　 的）
第３条　　本クラブは、クラブ員が持続的に○○に親しむことができる環境を提供し、クラブ員相互の親睦を深めつつ、クラブ員に生きる力を育成するとともに、意欲の向上や責任感、連帯感の涵養に資する活動を行うことを目的とする。
（事業）
第４条　　本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）○○の活動
（２）その他クラブの目的達成のために必要な事業
（３）活動日及び活動場所
　　①活動日　　休日　平日（　　　曜日）
　　②活動場所　○○○○

第３章　クラブ員
（入会資格）
第５条　　本クラブに加入できる者は、クラブの目的に賛同する者とし、加入後はクラブが定める規約を遵守する。
　　　　　本クラブに加入できる者は、原則として各務原市内の中学校に在籍する生徒とする。ただし、近隣の市町を対象区域として定めるなど個別に対応することを考える。
　　　　※近隣の市町の小学校児童が各務原市のスポーツ少年団等で継続して活動しており、進学先中学校に部活動がない場合など。
（加入手続き）
第６条　　本クラブに加入を希望する者は、所定の手続きを行うとともに、別に定めるクラブ費を納入しなければならない。
（クラブ費）
第７条　　本クラブのクラブ費は、以下のように定める。その納入方法については別に定める。
なお、既納のクラブ費は返還しない。
（１）クラブ費は、月額○○○円とし、年間○○○円とする。
　　　徴収したクラブ費は、登録料・スポーツ障害保険料・施設使用料・大会参加費・謝金・備品購入費・事務経費等に充てる。
【内訳】
・登録料○○○円（○○円×○○人）
　　・スポーツ障害保険料○○○円（生徒：○○円×○○人　指導者○○円×○人）
　　・施設使用料○○○円
　　・大会参加費○○○円
　　・指導者への謝金○○○円
　　・備品等購入費○○○円
　　・事務経費○○○円
　　・その他（　　　　　　）○○○円
（２）ユニフォーム等、個人で使用するものについて、クラブ費とは別に代金を徴収し購入することとする。
　【代金を徴収し購入する物品】
　　・（　　　　　　）○○○円（○○円×○○人）
（３）クラブ員でクラブ費を納入しない者は、原則として退クラブとみなす。

第４章　役員　
（役　員）
第８条　　本クラブには、次の役員を置く。
　　　　　　会長１名、副会長若干名、会計１名、監事１名
（役員の職務）
第９条　　各役員は次の職務を行う。
（１）会長は、本クラブの会務を総括し、クラブを代表する。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
（３）会計は、クラブ費を管理する。
（４）監事は、クラブの会務・会計を監査する。
（役員の任期）
第１０条　　クラブの役員の任期は１年とし、再任は妨げない。なお、各役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

第５章　会議
（会議の種類）
第１１条　　本クラブに次の会議を置く。
（１）総会
（２）役員会
（３）その他、必要に応じて、総務部会、指導部会、広報部会等を置くことができる。
（総　会）
第１２条　　総会は次の各号の事項を決議及び承認する。
（１）事業計画及び予算に関する事項
（２）事業報告及び決算に関する事項
（３）役員及び監事の承認
（４）規約の改正
（５）その他クラブの運営に関する事項
（総会の召集と議決）
第１３条　　
（１）総会は年１回会長が召集する。会長が必要と認める時は臨時に総会を召集することができる。
（２）総会は、本クラブのクラブ員（保護者）の過半数の出席をもって成立する。
（３）総会の議決は、出席クラブ員（保護者）の過半数の賛成をもって決する。
（役員会の召集）
第１４条　役員会は、会長が召集する。

第６章　会計
（経　費）
第１５条　　本クラブの経費は、クラブ費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
（管　理）
第１６条　　本クラブの経費は事務局（会計）が管理する。
（会計年度）
第１７条　　本クラブの会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。
本クラブの会計年度は、毎年９月１日に始まり、翌年８月３１日に終了する。

第７章　細則　
（輸　送）
第１８条　　本クラブにおけるクラブ員の輸送については、責任と移動手段について保護者に一任する。
（慶　弔）
第１９条　　本クラブのクラブ員本人、役員、指導者が死亡の場合、生花１対を献花することとし、その他の会長が認める場合は、この限りではない。

第８章　規約の改定
（規約の改定）
第２０条　　
（１）本規約の条項は、総会において改定することができる。
（２）本規約は、総会出席者の３分の２以上の同意を得て改定することができる。
附則
　・本規約は、令和８年４月１日から施行する。
